
Title イタリア「司法協力者」制度に関する主要法令（二・
完）

Author(s) 松田, 岳士

Citation 阪大法学. 2017, 67(2), p. 163-191

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/87018

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



資

料イ
タ
リ
ア
「
司
法
協
力
者
」
制
度
に
関
す
る
主
要
法
令
（
二
・
完
)

松

田

岳

士

⑶

二
〇
〇
四
年
四
月
二
三
日
省
令
第
一
六
一
号
（
D
ecreto
23
A
prile
2004,n.161）「
改
正
と
と
も
に
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日

法
律
第
八
二
号
に
転
換
さ
れ
た
一
九
九
一
年
一
月
一
五
日
暫
定
措
置
令
第
八
号
に
お
い
て
、
二
〇
〇
一
年
二
月
一
三
日
法
律
第
四
五
号

第
一
九
条
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
第
一
七
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
司
法
協
力
者
及
び
司
法
証
人
の
た
め
の
特
別
保
護
措
置
に
関
す
る
内

務
省
規
則
」（
Regolam
ento
m
inisteriale
concernente
le
specialim
isure
diprotezione
previste
per
icollaboratoridi

giustizia
e
i
testim
oni,
ai
sensi
dell̓articolo
17-bis
del
decreto-legge
15
gennaio
1991,
n.
8,
convertito,
con

m
odificazioni,dalla
legge
15
m
arzo
1991,n.82,introdotto
dall̓articolo
19
della
legge
13
febbraio
2001,n.45）

第
一
条
（
保
護
措
置
の
類
型
)
①

二
〇
〇
一
年
二
月
一
三
日
法
律
第
四
五
号
に
よ
る
改
正
後
の
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第

八
二
号
に
よ
り
改
正
と
と
も
に
法
律
に
転
換
さ
れ
た
一
九
九
一
年
一
月
一
五
日
暫
定
措
置
令
第
八
号
（
以
下
、
本
省
令
に
お
い
て
「
一

九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
」
と
い
う
）
は
、
以
下
の
保
護
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
。
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⒜

第
一
三
条
第
一
項
に
定
め
る
暫
定
保
護
計
画
（
piano
provvisorio
diprotezione）。

⒝

第
一
三
条
第
四
項
に
定
め
る
特
別
保
護
措
置
（
specialim
isure
diprotezione）。

⒞

第
一
三
条
第
五
項
に
定
め
る
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
program
m
a
speciale
diprotezione）
の
策
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
特

別
保
護
措
置
。

②

第
一
項
に
定
め
る
保
護
措
置
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
一
〇
条
に
定
め
る
中
央
委
員
会
（
以
下
、

本
省
令
に
お
い
て
「
中
央
委
員
会
」
と
い
う
）
が
こ
れ
を
審
議
す
る
。

③

第
一
項
に
定
め
る
保
護
措
置
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
二
章
及
び
第
二
章
の
二
の
規
定
が
特
別

法
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
た
め
、
二
〇
〇
二
年
七
月
二
日
法
律
第
一
三
三
号
に
改
正
と
と
も
に
転
換
さ
れ
た
二
〇
〇
二
年
五
月
六
日
暫

定
措
置
令
第
八
三
号
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
。

第
二
条
（
特
別
保
護
措
置
及
び
暫
定
保
護
計
画
採
用
の
申
立
方
式
)
①

一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
一
一
条
に
定

め
る
方
式
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
特
別
保
護
措
置
の
許
容
を
求
め
る
申
立
に
は
、
重
大
か
つ
現
在
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る

者
に
よ
り
な
さ
れ
る
供
述
中
に
示
さ
れ
る
事
実
に
関
す
る
手
続
を
担
当
す
る
又
は
担
当
し
た
検
察
庁
の
共
和
国
検
事
正
が
署
名
す
る
。

そ
の
事
実
に
つ
き
、
地
方
検
察
庁
の
マ
フ
ィ
ア
対
策
部
（
D
irezione
distrettuale
antim
afia）
が
手
続
を
担
当
す
る
又
は
担
当
し

た
場
合
で
、
同
検
察
庁
の
検
事
正
で
は
な
く
そ
の
代
理
が
こ
れ
を
指
揮
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
代
理
が
申
立
に
署
名
す
る
。

②

暫
定
保
護
計
画
の
申
立
に
つ
い
て
は
、
そ
の
開
始
時
に
協
力
を
受
け
た
共
和
国
検
事
正
が
署
名
し
、
こ
れ
を
提
出
す
る
。
刑
事
訴

訟
法
第
五
一
条
第
三
項
の
二
に
定
め
る
罪
に
つ
い
て
暫
定
保
護
計
画
の
申
立
を
行
っ
た
共
和
国
検
事
正
は
、
国
家
マ
フ
ィ
ア
・
テ
ロ
リ

ズ
ム
対
策
検
事
正
に
そ
の
旨
通
知
す
る
。
通
知
を
受
け
た
国
家
マ
フ
ィ
ア
・
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
検
事
正
は
、
関
連
事
件
の
捜
査
が
行
わ
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れ
る
場
合
に
は
、
特
別
保
護
措
置
又
は
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
申
立
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
、
調
整
を
指
揮
す
る
。
刑
事
訴

訟
法
第
五
一
条
第
三
項
の
四
に
定
め
る
罪
に
つ
い
て
申
立
を
行
っ
た
共
和
国
検
事
正
は
、
関
係
控
訴
院
付
検
事
長
が
調
整
を
適
切
に
指

揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
旨
通
知
す
る
。

③

第
一
項
及
び
第
二
項
に
定
め
る
申
立
は
、
警
察
・
公
安
長
官
も
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
警
察
・
公
安
長
官
は
、
一
九
九
一

年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
一
一
条
第
三
項
に
定
め
る
方
式
に
従
い
、
共
和
国
検
事
正
の
意
見
を
予
め
聴
い
た
上
で
こ
れ
に
署
名

す
る
。

④

第
一
項
及
至
第
三
項
に
定
め
る
要
件
を
欠
く
申
立
は
受
理
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
申
立
機
関
に
返
却
さ
れ
る
が
、
申
立
機
関
は
、

必
要
な
補
充
を
し
た
上
で
こ
れ
を
再
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤

特
別
保
護
措
置
採
用
の
申
立
は
、
最
も
迅
速
な
手
段
を
用
い
、
か
つ
適
切
な
安
全
保
証
措
置
を
講
じ
て
、
内
務
省
公
安
局
警
察
調

整
・
計
画
局
の
下
に
設
置
さ
れ
る
特
別
保
護
措
置
の
内
容
決
定
及
び
適
用
の
た
め
の
中
央
委
員
会
に
提
出
さ
れ
る
。

⑥

特
別
保
護
措
置
及
び
暫
定
保
護
計
画
採
用
の
申
立
並
び
に
そ
の
後
の
行
為
及
び
裁
定
は
、
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二

号
第
一
〇
条
第
二
項
の
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
。

第
三
条
（
特
別
保
護
措
置
採
用
の
申
立
の
内
容
)
①

特
別
保
護
措
置
適
用
の
申
立
に
は
、
以
下
の
事
項
が
含
ま
れ
る
。

⒜

関
係
者
が
そ
れ
に
つ
い
て
供
述
を
行
う
犯
罪
及
び
犯
罪
組
織
の
特
定
。

⒝

供
述
が
、
真
の
信
用
性
及
び
司
法
協
力
者
に
と
っ
て
の
新
規
性
若
し
く
は
完
全
性
を
備
え
て
い
る
と
認
め
る
に
足
り
る
事
実

（
elem
enti）
の
表
示
。

⒞

供
述
が
捜
査
の
展
開
、
公
判
又
は
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
九
条
第
三
項
に
定
め
る
調
査
活
動
の
た
め
に
顕
著
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な
重
要
性
を
も
つ
と
思
料
さ
れ
る
具
体
的
理
由
の
特
定
。

⒟

申
立
対
象
者
に
よ
り
行
わ
れ
た
供
述
、
又
は
予
備
審
理
若
し
く
は
公
判
の
場
で
同
人
に
よ
り
行
わ
れ
た
証
言
に
基
づ
き
、
保
全
的

な
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
予
防
処
分
の
適
用
に
関
す
る
措
置
の
採
用
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
表
示
。

⒠

司
法
協
力
者
本
人
又
は
犯
罪
組
織
に
属
す
る
そ
の
他
の
者
が
、
直
接
又
は
間
接
に
保
有
す
る
金
銭
、
財
産
そ
の
他
す
べ
て
の
利
益

の
特
定
、
差
押
又
は
没
収
を
行
う
た
め
に
司
法
協
力
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
供
述
に
関
す
る
情
報
、
司
法
協
力
者
が
違
法
な
活
動
に
よ

り
得
た
金
銭
を
支
払
い
、
司
法
当
局
が
こ
れ
を
差
押
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
支
払
い
の
表
示
。

⒡

生
活
維
持
費
（
assegno
dim
antenim
ento）
の
算
定
を
含
む
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
一
三
条
第
六
項
に

定
め
る
経
済
的
援
助
措
置
（
m
isure
diassistenza
econom
ica）
の
決
定
の
た
め
に
も
、
司
法
協
力
者
が
所
有
若
し
く
は
管
理
し
、

又
は
直
接
的
若
し
く
は
仲
介
者
を
介
し
て
間
接
的
に
保
有
す
る
手
当
、
金
銭
、
財
産
そ
の
他
の
す
べ
て
の
利
益
の
詳
細
な
特
定
、
司
法

協
力
者
の
現
在
の
財
産
状
況
に
関
し
て
行
わ
れ
た
確
認
及
び
獲
得
さ
れ
た
資
料
の
表
示
。

⒢

予
防
処
分
存
続
の
有
無
、
又
は
一
九
六
五
年
五
月
三
一
日
法
律
第
五
七
五
号
〔
現
在
は
、
二
〇
一
一
年
九
月
六
日
委
任
立
法
令
第

一
五
九
号
〕
に
定
め
る
予
防
処
分
の
適
用
手
続
の
有
無
の
表
示
。

⒣

重
大
か
つ
現
在
の
危
険
の
存
在
を
認
め
る
に
足
り
る
具
体
的
状
況
、
及
び
そ
の
危
険
が
刑
事
手
続
に
お
い
て
関
係
者
に
よ
り
行
わ

れ
る
協
力
又
は
供
述
に
由
来
す
る
か
否
か
。

⒤

管
轄
公
安
機
関
に
よ
り
、
又
は
拘
禁
若
し
く
は
収
監
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
司
法
省
矯
正
局
に
よ
り
、
通
常
の
保
護
処
分
が
採
用

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
表
示
。

⒥

⒤
号
に
定
め
る
保
護
処
分
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
づ
け
る
具
体
的
理
由
。

②

申
立
機
関
は
、
特
別
保
護
措
置
を
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
を
通
じ
て
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
そ
の
根

資 料
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拠
と
さ
れ
る
危
険
の
重
大
性
及
び
現
在
性
に
関
す
る
状
況
を
具
体
的
に
特
定
す
る
。

③

申
立
機
関
は
、
特
別
保
護
措
置
採
用
の
申
立
を
行
う
に
当
た
り
、
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
一
六
条
の
四
に
定

め
る
協
力
内
容
調
書
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
協
力
内
容
調
書
の
作
成
が
、
第
一
六
条
の
四
第
一
項
の
定

め
る
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
特
別
保
護
措
置
採
用
の
申
立
後
に
行
わ
れ
る
と
き
は
、
申
立
機
関
は
速
や
か
に
そ
の
旨
を
中
央
委
員
会
に

通
知
す
る
。

④

申
立
に
は
、
司
法
協
力
者
又
は
司
法
証
人
以
外
の
保
護
処
分
適
用
対
象
者
に
つ
い
て
、
戸
籍
情
報
、
司
法
協
力
者
又
は
司
法
証
人

と
の
間
に
親
族
関
係
が
あ
る
と
き
は
そ
の
関
係
、
同
人
と
の
同
居
の
有
無
を
特
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
具
体
的
に
示
す
。
司
法
協
力
者

又
は
司
法
証
人
と
恒
常
的
に
同
居
し
て
い
る
者
以
外
の
者
に
特
別
保
護
措
置
の
適
用
を
及
ぼ
す
こ
と
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
重
大
な
、

現
在
の
か
つ
現
実
の
危
険
状
況
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
具
体
的
に
特
定
す
る
。

⑤

中
央
委
員
会
は
、
特
別
保
護
措
置
採
用
の
申
立
が
第
一
項
乃
至
第
四
項
に
定
め
る
事
実
を
含
ま
な
い
と
認
め
る
場
合
、
又
は
、
入

手
し
た
資
料
が
そ
の
内
容
の
決
定
の
た
め
に
不
十
分
で
あ
る
と
思
料
す
る
場
合
に
は
、
必
要
な
さ
ら
な
る
情
報
又
は
資
料
の
取
得
を
求

め
る
。

⑥

一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
九
条
に
定
め
る
要
件
が
整
わ
な
い
と
き
、
及
び
同
法
第
一
三
条
の
四
第
二
項
に
定
め

る
事
実
が
存
在
す
る
と
き
に
は
、
特
別
保
護
措
置
採
用
の
申
立
は
却
下
さ
れ
る
。

⑦

一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
一
六
条
の
四
に
定
め
る
期
間
内
に
協
力
内
容
調
書
が
作
成
さ
れ
な
い
場
合
に
も
、
特

別
保
護
措
置
採
用
の
申
立
は
却
下
さ
れ
る
。

⑧

中
央
委
員
会
は
、
関
係
者
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
水
準
に
つ
い
て
の
取
得
資
料
又
は
関
係
者
の
具
体
的
状
況
を
考
慮
し
て
、

申
立
機
関
に
よ
り
請
求
さ
れ
た
措
置
と
は
異
な
る
措
置
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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⑨

す
で
に
採
用
さ
れ
た
特
別
保
護
措
置
は
、
同
措
置
の
採
用
申
立
の
方
式
に
関
す
る
本
条
の
諸
規
定
に
従
い
、
申
立
機
関
の
請
求
に

よ
り
、
他
の
者
に
も
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑩

特
別
保
護
措
置
の
適
用
範
囲
拡
大
の
請
求
に
当
た
っ
て
は
、
申
立
機
関
は
、
以
下
の
事
項
を
具
体
的
に
特
定
す
る
。

⒜

適
用
範
囲
拡
大
措
置
の
必
要
性
を
根
拠
づ
け
る
理
由
。

⒝

重
大
な
、
現
在
の
及
び
現
実
の
危
険
の
存
在
を
認
め
る
に
足
り
る
資
料
。

⒞

通
常
の
保
護
処
分
で
は
関
係
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
は
不
十
分
で
あ
る
理
由
。

⒟

申
立
機
関
が
当
初
の
特
別
保
護
措
置
採
用
の
申
立
に
関
係
者
を
含
め
な
か
っ
た
理
由
及
び
そ
の
後
に
こ
れ
を
請
求
す
る
必
要
性
が

生
じ
た
こ
と
を
根
拠
づ
け
る
事
情
。

⒠

特
別
保
護
措
置
の
適
用
範
囲
拡
大
を
申
立
て
ら
れ
て
い
る
者
と
供
述
を
行
う
者
と
の
間
の
関
係
。

第
四
条
（
暫
定
保
護
計
画
採
用
申
立
の
内
容
)
①

協
力
の
意
思
を
表
明
し
た
者
又
は
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第

九
条
第
五
項
及
び
第
一
六
条
の
二
第
三
項
に
定
め
る
者
に
対
し
て
は
、
特
に
重
大
又
は
緊
急
の
状
況
が
あ
る
と
き
は
、
暫
定
保
護
計
画

を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

暫
定
保
護
計
画
採
用
の
請
求
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
事
項
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⒜

危
険
の
重
大
性
及
び
現
在
性
の
評
価
に
役
立
つ
情
報
及
び
資
料
。

⒝

採
用
さ
れ
た
又
は
採
用
さ
せ
た
保
護
措
置
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
一
覧
。

⒞

採
用
さ
れ
た
措
置
が
十
分
で
は
な
い
と
思
料
さ
れ
る
理
由
。

⒟

関
係
者
が
協
力
の
意
思
を
表
明
し
た
事
実
に
つ
い
て
の
少
な
く
と
も
要
約
的
な
表
示
。

資 料
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⒠

協
力
が
信
頼
で
き
、
か
つ
顕
著
な
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
と
思
料
さ
れ
る
理
由
。

⒡

手
続
の
緊
急
性
が
認
め
ら
れ
る
理
由
。

③

暫
定
保
護
計
画
採
用
の
請
求
は
中
央
委
員
会
に
提
出
さ
れ
る
。
請
求
を
受
け
た
同
委
員
会
は
、
そ
の
後
の
最
初
の
会
議
に
お
い
て

こ
れ
に
つ
い
て
決
議
す
る
。

④

中
央
委
員
会
の
決
議
を
待
つ
こ
と
を
許
さ
な
い
例
外
的
な
緊
急
状
況
が
あ
る
場
合
に
は
、
暫
定
保
護
計
画
の
申
立
機
関
は
、
司
法

協
力
者
、
司
法
証
人
及
び
請
求
に
示
さ
れ
た
そ
の
他
の
者
の
居
住
す
る
場
所
の
知
事
に
対
し
、
そ
の
安
全
を
直
ち
に
保
護
す
る
た
め
の

保
護
措
置
の
採
用
の
必
要
性
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

⑤

拘
禁
又
は
収
監
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
四
項
に
定
め
る
報
告
は
、
司
法
省
矯
正
局
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

矯
正
局
は
本
省
令
第
六
条
第
四
項
⒡
に
定
め
る
措
置
を
採
用
す
る
。

⑥

第
四
項
に
定
め
る
報
告
を
受
け
た
知
事
は
、
本
省
令
第
六
条
第
四
項
⒜
、
⒝
、
⒞
、
⒟
及
び
⒢
に
定
め
る
措
置
を
命
じ
る
と
同
時

に
、
中
央
委
員
会
に
そ
の
旨
報
告
す
る
。
ま
た
、
知
事
は
、
必
要
で
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八

二
号
第
一
三
条
第
一
項
の
定
め
に
よ
り
、
警
察
・
公
安
長
官
に
対
し
、
理
由
を
付
し
て
、
同
法
第
一
七
条
に
定
め
る
特
別
配
分
予
算
の

使
用
を
請
求
し
、
中
央
委
員
会
に
そ
の
旨
報
告
す
る
。

⑦

前
項
の
措
置
は
、
暫
定
保
護
計
画
に
関
す
る
中
央
委
員
会
の
決
議
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
効
力
を
有
し
、
同
委
員
会
は
決
議
に
つ

い
て
適
当
な
時
期
に
知
事
に
通
知
す
る
。

⑧

知
事
は
、
そ
の
地
方
の
状
況
及
び
供
述
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
犯
罪
組
織
の
報
復
能
力
に
鑑
み
て
関
係
者
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
評
価
す
る
た
め
に
役
立
つ
そ
の
他
す
べ
て
の
事
実
に
つ
い
て
、
中
央
委
員
会
に
報
告
す
る
。

⑨

知
事
は
、
採
用
さ
れ
た
措
置
の
効
果
に
関
す
る
自
己
の
評
価
、
対
象
者
の
安
全
を
保
証
又
は
強
化
す
る
た
め
に
自
ら
採
り
得
る
方

イタリア「司法協力者」制度に関する主要法令（二・完）
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策
そ
の
他
中
央
委
員
会
の
決
定
に
役
立
つ
す
べ
て
の
情
報
を
通
知
す
る
。

⑩

知
事
は
、
必
要
な
と
き
は
、
警
察
・
公
安
長
官
に
対
し
、
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
一
四
条
に
よ
り
同
人
に
付

与
さ
れ
る
調
整
権
限
の
発
動
を
必
要
と
す
る
根
拠
と
な
る
状
況
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

第
五
条
（
司
法
機
関
及
び
知
事
に
対
す
る
意
見
の
要
求
)
①

中
央
委
員
会
は
、
同
委
員
会
が
指
揮
す
る
手
続
に
お
い
て
、
明
文
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
場
合
そ
の
他
適
当
と
思
料
す
る
場
合
に
は
、
司
法
機
関
及
び
知
事
に
対
し
て
意
見
及
び
必
要
な
資
料
を
要
求

す
る
。

②

前
項
の
規
定
に
よ
り
表
明
さ
れ
た
意
見
は
中
央
委
員
会
を
拘
束
し
な
い
。

第
六
条
（
暫
定
保
護
計
画
の
内
容
)
①

暫
定
保
護
計
画
に
つ
い
て
は
、
中
央
委
員
会
が
、
申
立
後
に
利
用
可
能
と
な
っ
た
又
は
取

得
し
た
資
料
及
び
知
事
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
報
告
も
考
慮
に
入
れ
て
、
関
係
者
が
さ
ら
さ
れ
る
危
険
に
応
じ
た
内
容
を
決
定
す
る
。

②

暫
定
保
護
計
画
の
策
定
に
当
た
り
、
中
央
委
員
会
は
、
知
事
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
措
置
が
あ
る
と
き
は
そ
の
措
置
も
考
慮
に
入

れ
る
。
ま
た
、
そ
の
場
合
に
は
、
知
事
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
措
置
の
内
容
を
、
追
認
、
補
完
又
は
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

暫
定
保
護
計
画
の
実
施
は
、
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
一
四
条
に
定
め
る
中
央
保
護
局
（
以
下
、
本
省
令
に
お

い
て
は
、「
中
央
保
護
局
」
と
い
う
）
が
行
う
。
中
央
委
員
会
が
保
護
さ
れ
た
場
所
へ
の
移
転
を
必
要
と
思
料
す
る
場
合
を
除
き
、
暫

定
保
護
計
画
の
内
容
の
特
定
及
び
実
施
の
責
任
は
知
事
が
負
う
。

④

具
体
的
に
は
、
暫
定
保
護
計
画
に
は
以
下
の
内
容
が
含
ま
れ
得
る
。

⒜

当
該
区
域
を
管
轄
す
る
警
察
機
関
の
下
で
行
わ
れ
る
監
視
及
び
保
護
の
措
置
。

資 料
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⒝

安
全
確
保
の
た
め
の
技
術
的
方
策
。

⒞

住
所
地
の
自
治
体
と
は
異
な
る
自
治
体
へ
の
移
転
の
た
め
に
必
要
な
措
置
。

⒟

特
に
重
大
な
事
案
に
お
け
る
秘
密
の
場
所
へ
の
移
転
。

⒠

司
法
協
力
者
及
び
司
法
証
人
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
一
三
条
第
六
項
及
び
第
一
六
条

の
三
第
一
項
⒝
号
に
定
め
ら
れ
た
方
式
及
び
限
度
内
で
の
宿
泊
及
び
生
計
維
持
費
用
の
支
給
並
び
に
法
的
援
助
か
ら
な
る
経
済
的
援
助

の
形
式
。

⒡

現
行
規
定
の
施
行
の
た
め
に
司
法
省
矯
正
局
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
従
い
、
刑
事
施
設
に
お
け
る
保
護
又
は
移
送
及
び
監

視
の
実
行
の
特
別
な
方
式
。

⒢

経
済
的
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
、
必
要
と
思
料
さ
れ
る
そ
の
他
す
べ
て
の
措
置
。

第
七
条
（
特
別
保
護
措
置
の
内
容
)
①

特
別
保
護
措
置
は
、
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
介
し
て
実
施
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
中
央

委
員
会
が
こ
れ
を
命
じ
、
司
法
協
力
者
又
は
司
法
証
人
の
住
所
地
の
知
事
が
そ
の
内
容
を
決
定
し
、
実
施
す
る
。

②

関
係
者
が
さ
ら
さ
れ
て
い
る
危
険
が
保
護
さ
れ
た
場
所
へ
の
移
転
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
で
は
な
い
と
き
、
あ
る
い
は
、
関
係
者
が

司
法
証
人
で
あ
り
、
保
護
さ
れ
た
場
所
に
移
転
で
き
な
い
旨
申
告
す
る
と
き
も
、
中
央
委
員
会
は
特
別
保
護
措
置
の
採
用
に
つ
い
て
審

議
す
る
。

③

中
央
委
員
会
は
、
必
要
な
と
き
は
管
轄
の
知
事
の
意
見
を
聴
い
て
、
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
必
要
な
資
料
を
取

得
し
た
後
に
、
特
別
保
護
措
置
の
内
容
を
決
定
す
る
。

④

特
別
保
護
措
置
に
は
、
以
下
の
内
容
が
含
ま
れ
得
る
。

イタリア「司法協力者」制度に関する主要法令（二・完）
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⒜

当
該
区
域
を
管
轄
す
る
警
察
機
関
の
下
で
実
行
さ
れ
る
監
視
及
び
保
護
の
措
置
。

⒝

ビ
デ
オ
監
視
（
video-sorveglianza）
及
び
緊
急
通
報
装
置
（
teleallarm
e）
を
含
む
関
係
者
に
関
係
す
る
住
居
又
は
不
動
産

の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
技
術
的
方
策
。

⒞

住
所
の
あ
る
自
治
体
と
異
な
る
地
方
自
治
体
へ
の
移
転
の
た
め
に
必
要
な
措
置
。

⒟

現
行
規
定
の
施
行
の
た
め
に
矯
正
局
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
特
別
な
方
式
の
刑
事
施
設
に
お
け
る
保

護
又
は
移
送
及
び
監
視
。

⒠

経
済
的
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
、
社
会
復
帰
を
助
け
る
た
め
に
必
要
な
措
置
。

⒡

警
察
・
公
安
長
官
に
よ
り
指
示
さ
れ
る
方
針
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
必
要
な
措
置
。

第
八
条
（
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
)
①

特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
中
央
委
員
会
が
こ
れ
を
命
じ
、
中
央
保
護
局
が
実
施

す
る
。

②

中
央
委
員
会
は
、
関
係
者
の
危
険
状
況
が
保
護
さ
れ
た
場
所
へ
の
移
転
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
司
法
証

人
が
移
転
を
拒
否
す
る
場
合
を
除
き
、
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
採
用
を
審
議
す
る
。

③

中
央
委
員
会
は
、
関
係
者
の
危
険
状
況
に
関
し
て
す
べ
て
の
有
益
な
資
料
を
取
得
し
た
後
に
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
を
自

ら
決
定
す
る
。
そ
の
際
、
必
要
が
あ
れ
ば
管
轄
の
知
事
に
意
見
を
求
め
る
。

④

特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、
以
下
の
事
項
が
含
ま
れ
る
。

⒜

拘
禁
さ
れ
て
い
な
い
者
の
保
護
さ
れ
た
場
所
へ
の
移
転
。

⒝

当
該
区
域
を
管
轄
す
る
警
察
機
関
の
下
で
実
施
さ
れ
る
監
視
及
び
保
護
の
措
置
。

資 料
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⒞

ビ
デ
オ
監
視
及
び
緊
急
通
報
装
置
を
含
む
、
関
係
者
に
属
す
る
住
居
又
は
不
動
産
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
技
術
的
方
策
。

⒟

保
護
さ
れ
た
場
所
の
所
在
自
治
体
と
は
異
な
る
自
治
体
へ
の
移
転
の
た
め
に
必
要
な
措
置
。

⒠

現
行
規
定
の
施
行
の
た
め
に
矯
正
局
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
特
別
な
方
式
の
刑
事
施
設
に
お
け
る
保

護
又
は
移
送
及
び
監
視
。

⒡

情
報
機
関
（
servizio
inform
atico）
に
お
け
る
資
料
及
び
通
信
の
特
別
な
方
式
に
よ
る
保
管
。

⒢

人
的
及
び
経
済
的
な
援
助
措
置
。

⒣

関
係
者
の
安
全
、
秘
密
及
び
社
会
復
帰
を
保
証
す
る
た
め
の
新
た
な
身
分
証
明
書
（
docum
entidicopertura）
の
利
用
。
中

央
保
護
局
は
、
一
九
八
一
年
四
月
一
日
法
律
第
一
二
一
号
第
八
条
に
定
め
る
情
報
管
理
セ
ン
タ
ー
（
Centro
elaborazione
dati）
と

直
接
に
連
携
し
、
情
報
の
秘
密
を
保
護
し
つ
つ
、
司
法
協
力
者
に
交
付
さ
れ
る
新
た
な
身
分
証
明
書
の
使
用
の
管
理
を
開
始
す
る
手
続

を
と
る
。

⒤

一
九
九
三
年
三
月
二
九
日
委
任
立
法
令
第
一
一
九
号
及
び
そ
の
改
正
規
定
に
よ
る
身
分
の
変
更
。

⒥

司
法
協
力
者
、
司
法
証
人
そ
の
他
保
護
対
象
者
の
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
。

⒦

必
要
な
と
き
は
、
経
済
的
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
非
常
措
置
。

⑤

経
済
的
援
助
措
置
に
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
さ
れ
る
者
が
自
ら
準
備
す
る
場
合
を
除
き
、
以
下
の
事

項
が
含
ま
れ
る
。

⒜

宿
泊
の
施
設
及
び
費
用
。

⒝

安
全
上
、
健
康
上
又
は
社
会
復
帰
上
の
理
由
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
移
転
の
た
め
の
費
用
。

⒞

通
常
の
公
共
施
設
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
健
康
上
の
要
請
に
基
づ
く
費
用
。

イタリア「司法協力者」制度に関する主要法令（二・完）
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⒟

対
象
者
が
労
働
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
、
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
一
三
条
第
六
項
に
従
い
、

中
央
委
員
会
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
方
式
及
び
限
度
内
で
の
生
活
維
持
費
。

⑥

第
五
項
に
定
め
る
経
済
的
援
助
措
置
に
は
、
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
暫
定
保
護
計
画
に
付
さ
れ
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
た
司
法

協
力
者
及
び
司
法
証
人
に
対
す
る
法
的
援
助
に
関
す
る
も
の
も
含
ま
れ
る
。

⑦

法
的
援
助
は
、
弁
護
人
一
名
に
対
す
る
報
酬
及
び
費
用
の
支
払
い
に
充
て
ら
れ
る
。
但
し
、
刑
事
訴
訟
法
施
行
規
則
第
一
四
七
条

の
二
の
定
め
に
よ
る
遠
隔
尋
問
（
esam
e
a
distanza）
が
行
わ
れ
る
場
合
に
、
代
理
弁
護
人
（
sostituto）
が
つ
く
と
き
に
は
、
同

人
に
対
す
る
報
酬
及
び
費
用
の
支
払
い
に
も
充
て
ら
れ
る
。

⑧

弁
護
人
に
対
す
る
報
酬
及
び
費
用
は
、
二
〇
〇
二
年
五
月
三
〇
日
大
統
領
令
第
一
一
五
号
第
一
一
五
条
の
定
め
に
従
い
司
法
官
に

よ
り
支
払
わ
れ
る
。

⑨

司
法
協
力
者
に
対
し
て
は
、
協
力
活
動
と
関
連
す
る
刑
事
手
続
、
保
安
処
分
又
は
予
防
処
分
の
適
用
に
関
す
る
手
続
、
刑
執
行
監

視
裁
判
所
・
裁
判
官
に
よ
り
行
わ
れ
る
処
分
に
関
し
て
法
的
援
助
が
提
供
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
執
行
段
階
を
含
む
手
続
の
全
段
階
及

び
裁
判
の
全
審
級
が
含
ま
れ
る
。

⑩

司
法
証
人
に
対
し
て
は
、
同
人
が
供
述
を
行
う
手
続
、
犯
罪
被
害
者
と
し
て
法
律
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
権
利
及
び
資
格
を
行
使
す

る
手
続
、
民
事
当
事
者
を
構
成
す
る
手
続
、
並
び
に
協
力
を
行
っ
た
た
め
に
損
害
を
受
け
た
人
的
状
態
の
保
護
の
た
め
の
手
続
に
関
し

て
、
法
的
援
助
が
提
供
さ
れ
る
。

⑪

対
象
者
の
親
族
そ
の
他
司
法
協
力
者
又
は
司
法
証
人
と
一
定
の
関
係
を
保
持
す
る
た
め
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
さ
れ
る
こ
と

を
許
容
さ
れ
た
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
供
述
又
は
協
力
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
限
り
、
法
的
援
助
が
提
供
さ
れ
る
。

⑫

司
法
協
力
者
及
び
司
法
証
人
に
対
す
る
法
的
援
助
は
、
そ
の
他
の
経
済
的
援
助
措
置
の
実
施
後
も
保
証
さ
れ
る
。

資 料
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⑬

司
法
証
人
に
は
、
前
諸
項
に
従
い
定
め
ら
れ
た
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第

八
二
号
第
一
六
条
の
三
に
定
め
る
よ
り
有
利
な
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。

⑭

司
法
証
人
は
、
予
め
中
央
委
員
会
の
許
可
を
得
た
上
で
、
内
務
省
と
金
融
機
関
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
協
約
に
基
づ
い
て
設
け
ら

れ
る
低
金
利
貸
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
（
保
護
対
象
者
の
義
務
)
①

特
別
保
護
措
置
及
び
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
は
、
所
定
の
書
面
に
記
載
さ
れ
、
司
法

協
力
者
、
司
法
証
人
及
び
未
成
年
の
子
の
後
見
を
行
う
そ
の
他
の
申
立
対
象
者
が
こ
れ
に
署
名
す
る
。

②

所
定
の
書
面
へ
の
署
名
は
、
そ
の
一
部
に
対
し
て
行
う
こ
と
は
で
き
ず
、
特
別
保
護
措
置
及
び
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
生

ず
る
義
務
に
関
す
る
項
目
を
含
む
、
そ
の
書
面
に
記
載
さ
れ
た
す
べ
て
の
項
目
に
対
す
る
包
括
的
同
意
を
意
味
す
る
。

③

所
定
の
書
面
へ
の
署
名
が
拒
否
さ
れ
た
と
き
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
特
別
保
護
措
置
又
は
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
取
消
さ

れ
る
。

④

司
法
協
力
者
は
、
署
名
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
一
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
定
め
る

事
項
を
遵
守
す
る
義
務
を
負
い
、
そ
の
不
遵
守
及
び
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
一
三
条
の
四
第
二
項
に
定
め
る
行
為

に
よ
り
生
じ
る
結
果
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

⑤

司
法
証
人
は
、
署
名
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
一
二
条
第
二
項
⒠
号
が
定
め
る
例
外
を
含

む
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
定
め
る
項
目
を
遵
守
す
る
義
務
を
負
い
、
そ
の
不
遵
守
及
び
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号

第
一
三
条
の
四
第
二
項
に
定
め
る
行
為
に
よ
り
生
じ
る
結
果
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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第
一
〇
条
（
特
別
保
護
措
置
の
変
更
及
び
定
期
的
確
認
)
①

中
央
委
員
会
は
、
保
護
措
置
、
援
助
措
置
及
び
関
係
者
に
課
さ
れ
る

義
務
に
関
す
る
措
置
を
導
入
、
変
更
、
補
充
、
中
止
又
は
停
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
別
保
護
措
置
及
び
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

第
一
項
に
定
め
る
変
更
は
、
保
護
措
置
に
付
さ
れ
て
い
る
者
、
申
立
機
関
、
特
別
保
護
措
置
の
実
施
指
揮
機
関
の
請
求
に
よ
り
、

又
は
中
央
委
員
会
の
職
権
に
よ
り
、
行
わ
れ
る
。

③

特
別
保
護
措
置
の
変
更
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
に
よ
り
保
護
措
置
に
付
さ
れ
た
者
に

課
さ
れ
る
義
務
に
つ
い
て
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

④

関
係
者
の
安
全
の
保
証
、
社
会
及
び
就
労
へ
の
復
帰
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
特
別
保
護
措
置
の
変
更
が
命
じ
ら
れ
る
。

⑤

中
央
委
員
会
は
、
特
別
保
護
措
置
の
申
立
機
関
及
び
実
施
指
揮
機
関
、
国
家
マ
フ
ィ
ア
・
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
検
事
正
又
は
関
係
控

訴
院
付
検
事
長
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
変
更
に
つ
い
て
審
議
を
行
う
。

⑥

保
護
措
置
は
、
期
限
を
つ
け
て
変
更
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
期
限
を
つ
け
な
い
変
更
の
場
合
に
は
、
中
央
委
員
会
は
、
そ
の
必
要

性
を
認
め
る
と
き
に
は
、
関
係
者
を
元
の
場
所
に
戻
す
と
と
も
に
、
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
特
別
保
護
措
置
に
転
換
す
る
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
決
定
は
、
社
会
及
び
就
労
へ
の
復
帰
の
過
程
が
進
行
し
、
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
定
め
ら
れ
た
援
助
措

置
を
保
証
す
る
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
者
に
対
し
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
特
別
保
護
措
置
は
、
関
係
者
が
居
住

す
る
場
所
の
知
事
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
。

⑦

特
別
保
護
措
置
及
び
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、
期
間
を
設
け
る
。

⑧

特
別
保
護
措
置
及
び
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
期
間
（
六
月
以
上
五
年
を
超
え
な
い
期
間
）
は
、
こ
れ
を
採
用
す
る
措
置
に
お
い

て
中
央
委
員
会
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
指
定
が
な
い
と
き
は
、
期
間
は
措
置
の
日
か
ら
一
年
で
あ
る
。

資 料
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⑨

特
別
保
護
措
置
の
期
間
は
、
申
立
機
関
に
通
知
さ
れ
る
。
通
知
を
受
け
た
申
立
機
関
は
、
遅
く
と
も
期
間
満
了
の
一
月
前
に
、
特

別
保
護
措
置
又
は
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
採
用
を
根
拠
づ
け
る
要
件
の
充
足
を
評
価
す
る
た
め
に
有
益
な
す
べ
て
の
事
実
を
中
央
委

員
会
事
務
局
に
通
知
す
る
。
申
立
機
関
は
、
司
法
協
力
者
又
は
司
法
証
人
が
協
力
を
行
い
、
供
述
を
行
っ
た
手
続
、
手
続
の
状
況
、
判

決
そ
の
他
保
全
的
性
格
を
も
つ
も
の
を
含
む
措
置
を
具
体
的
に
示
す
。
申
立
機
関
は
、
中
央
委
員
会
に
よ
る
評
価
に
有
益
な
す
べ
て
の

資
料
を
送
付
す
る
。

⑩

特
別
保
護
措
置
に
つ
い
て
は
知
事
が
、
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
中
央
保
護
局
が
、
前
項
に
定
め
る
期
間
内
に
、
中
央

委
員
会
事
務
局
に
対
し
、
関
係
者
の
行
動
、
採
用
さ
れ
た
措
置
の
効
果
、
保
護
措
置
外
に
お
け
る
社
会
又
は
就
労
へ
の
復
帰
の
具
体
的

可
能
性
に
つ
い
て
有
益
な
事
実
及
び
有
益
と
思
料
さ
れ
る
す
べ
て
の
提
案
を
通
知
す
る
。

⑪

中
央
委
員
会
は
、
取
得
さ
れ
た
情
報
に
基
づ
き
、
保
護
措
置
の
採
用
を
根
拠
づ
け
る
要
件
が
継
続
し
て
充
足
し
て
い
る
と
思
料
す

る
と
き
は
、
新
た
な
期
間
を
定
め
て
特
別
保
護
措
置
を
延
長
す
る
。

⑫

危
険
が
悪
化
し
、
す
で
に
採
用
さ
れ
て
い
る
特
別
保
護
措
置
が
関
係
者
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
に
不
相
当
と
な
っ
た
と
き
は
、

中
央
委
員
会
は
、
特
別
保
護
措
置
に
付
さ
れ
た
者
に
対
す
る
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
採
用
を
命
ず
る
。

⑬

特
別
保
護
措
置
が
延
長
さ
れ
な
い
場
合
に
も
、
生
じ
た
効
果
は
、
中
央
委
員
会
に
よ
り
措
置
が
と
ら
れ
る
日
ま
で
継
続
す
る
。

⑭

関
係
者
の
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
た
め
に
、
特
別
保
護
措
置
を
変
更
す
る
措
置
又
は
こ
れ
を
延
長
し
な
い
措
置
は
、
予
防
措
置
の

続
行
と
と
も
に
、
第
二
項
に
定
め
る
額
及
び
方
式
に
よ
る
援
助
措
置
の
全
部
又
は
一
部
の
支
給
を
含
み
得
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
関
係

者
に
よ
り
そ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
た
協
力
又
は
証
言
に
関
連
す
る
訴
訟
上
の
義
務
を
履
行
す
る
際
に
は
保
護
措
置
を
採
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
く
わ
え
て
、
同
様
の
目
的
の
た
め
に
、
法
的
援
助
を
含
む
、
協
力
又
は
証
言
に
密
接
に
関
連
す
る
援
助
措
置
を
と
る
こ
と
も
で

き
る
。
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⑮

前
項
に
定
め
る
経
済
的
援
助
措
置
の
給
付
は
、
司
法
協
力
者
に
つ
い
て
は
、
二
年
の
期
間
支
給
さ
れ
る
生
計
維
持
費
の
総
額
と
同

額
の
金
銭
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
こ
の
金
銭
の
給
付
は
、
五
年
以
内
の
期
間
、
社
会
又
は
職
場
へ
の
復
帰
に
関
す
る
書

面
化
さ
れ
た
具
体
的
計
画
の
下
で
行
わ
れ
る
。
給
付
費
目
の
額
に
は
、
宿
泊
施
設
の
準
備
資
金
と
し
て
一
万
ユ
ー
ロ
が
加
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
額
は
、
国
立
統
計
局
の
指
標
に
基
づ
い
て
見
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
上
記
の
基
準
は
、
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
用
対
象
と
な
る
核

家
族
の
構
成
員
に
も
適
用
さ
れ
る
。
同
様
の
給
付
は
、
司
法
証
人
に
つ
い
て
は
、
社
会
又
は
職
場
へ
の
復
帰
に
関
す
る
書
面
化
さ
れ
た

具
体
的
計
画
の
下
で
、
一
〇
年
以
内
の
期
間
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
央
委
員
会
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
司
法
協
力
者
、
司
法
証

人
そ
の
他
保
護
に
付
さ
れ
た
者
の
社
会
復
帰
に
必
要
な
場
合
に
は
、
経
済
的
性
質
を
有
す
る
非
常
措
置
に
つ
い
て
審
議
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
一
一
条
（
保
護
措
置
の
取
消
)
①

特
別
保
護
措
置
は
、
そ
れ
が
、
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
一
三
条
第
一
項

に
定
め
る
緊
急
の
又
は
暫
定
的
な
措
置
で
あ
る
場
合
で
も
、
法
律
の
明
文
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
場
合
、
危
険
の
現
実
性
及
び
重

大
性
が
な
く
な
っ
た
場
合
又
は
他
の
措
置
の
採
用
が
適
当
と
思
料
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
取
消
し
又
は
延
長
し
な
い
。
く
わ
え
て
、

特
別
保
護
措
置
は
、
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
一
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
定
め
に
関
し
て
特
別
保
護
措
置

に
付
さ
れ
た
者
が
負
う
義
務
が
遵
守
さ
れ
な
い
場
合
、
そ
の
他
法
律
が
明
文
で
必
要
的
取
消
を
定
め
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ

れ
を
取
消
し
又
は
延
長
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

②

知
事
及
び
中
央
保
護
局
は
、
中
央
委
員
会
、
申
立
機
関
及
び
国
家
マ
フ
ィ
ア
・
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
検
事
正
又
は
関
係
控
訴
院
付
検

事
長
に
対
し
、
特
別
保
護
措
置
取
消
の
要
件
に
該
当
す
る
行
動
又
は
状
況
を
報
告
す
る
。

③

中
央
委
員
会
は
、
中
央
保
護
局
又
は
知
事
か
ら
第
二
項
に
定
め
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
申
立
機
関
、
国
家
マ
フ
ィ
ア
・
テ
ロ
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リ
ズ
ム
対
策
検
事
正
又
は
関
係
控
訴
院
付
検
事
長
に
対
し
、
報
告
さ
れ
た
事
実
の
結
果
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
特
別
保
護
措
置
の
変
更

又
は
取
消
に
関
す
る
意
見
の
表
明
を
求
め
る
。
こ
れ
ら
の
機
関
が
中
央
委
員
会
の
要
求
か
ら
三
〇
日
以
内
に
意
見
を
表
明
し
な
い
と
き

は
、
同
委
員
会
は
、
期
間
を
さ
ら
に
延
長
す
る
の
が
相
当
と
思
料
す
る
場
合
を
除
き
、
変
更
又
は
取
消
に
つ
い
て
判
断
す
る
。

④

第
三
項
の
定
め
に
よ
り
申
立
機
関
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
意
見
は
、
中
央
委
員
会
を
拘
束
し
な
い
。

⑤

中
央
委
員
会
は
、
申
立
機
関
か
ら
理
由
を
付
し
た
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
特
別
保
護
措
置
の
適
用
要
件
の
充
足
を
確
認
し
、
必
要

な
と
き
は
保
護
措
置
を
変
更
し
又
は
取
消
す
措
置
を
と
る
。

⑥

特
別
保
護
措
置
は
、
期
間
満
了
前
で
あ
っ
て
も
、
関
係
者
の
請
求
又
は
〔
中
央
委
員
会
の
〕
職
権
に
よ
り
、
訴
訟
上
の
義
務
、
危

険
状
態
、
安
全
確
保
の
要
請
と
申
立
て
ら
れ
た
措
置
の
適
合
性
、
特
別
保
護
措
置
採
用
後
に
経
過
し
た
期
間
を
考
慮
し
て
、
社
会
又
は

就
労
へ
の
復
帰
を
促
進
す
る
た
め
に
変
更
し
又
は
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
申
立
機
関
、
特
別
保
護
措
置
の
実
施

指
揮
機
関
及
び
国
家
マ
フ
ィ
ア
・
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
検
事
正
又
は
関
係
控
訴
院
付
検
事
長
の
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
二
条
（
司
法
証
人
)
①

特
別
保
護
措
置
及
び
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
が
記
載
さ
れ
る
第
九
条
第
一
項
に
定
め
る
文
書

は
、
司
法
証
人
の
具
体
的
状
況
及
び
特
別
の
要
請
を
考
慮
し
て
、
作
成
す
る
。

②

司
法
証
人
を
特
別
保
護
措
置
に
付
す
こ
と
が
許
容
さ
れ
た
と
き
は
、
中
央
委
員
会
は
、
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号

第
一
三
条
第
四
項
に
よ
り
、
経
済
的
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
社
会
復
帰
の
促
進
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

中
央
委
員
会
は
、
司
法
証
人
に
対
し
、
一
九
九
六
年
三
月
七
日
法
律
第
一
〇
八
号
及
び
一
九
九
九
年
二
月
二
三
日
法
律
第
四
四
号

に
定
め
る
経
済
的
措
置
の
利
用
の
た
め
、
技
術
的
及
び
専
門
的
補
助
を
提
供
す
る
。

④

中
央
委
員
会
は
、
知
事
を
介
し
て
、
司
法
証
人
が
元
の
住
所
地
に
留
ま
り
、
同
所
に
お
い
て
行
な
っ
て
き
た
活
動
を
続
行
又
は
回
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復
で
き
る
よ
う
配
慮
す
る
。
但
し
、
中
央
保
護
局
の
監
督
下
で
保
護
さ
れ
た
場
所
へ
の
移
転
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
安
全
確
保
の
要
請

が
存
在
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑤

中
央
委
員
会
は
、
関
係
者
の
請
求
又
は
職
権
に
よ
り
、
特
別
保
護
措
置
又
は
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
さ
れ
た
司
法
証
人
と
定

期
的
に
面
会
し
、
そ
の
要
請
を
確
認
し
、
よ
り
相
当
な
解
決
策
を
検
討
す
る
。

第
一
三
条
（
警
察
・
公
安
長
官
の
措
置
)
①

一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
一
七
条
に
定
め
る
予
算
の
使
用
は
、
警

察
・
公
安
長
官
が
承
認
す
る
。
そ
の
際
に
は
、
警
察
・
公
安
長
官
は
、
中
央
保
護
局
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

警
察
・
公
安
長
官
は
、
緊
急
非
常
措
置
及
び
特
別
保
護
措
置
の
実
施
の
た
め
に
、
請
求
に
よ
り
、
知
事
に
割
り
当
て
ら
れ
る
予
算

の
配
分
及
び
利
用
の
た
め
の
指
針
を
定
め
る
。
知
事
の
請
求
は
、
予
算
の
使
途
及
び
実
施
さ
れ
る
措
置
の
具
体
的
指
示
と
と
も
に
、
中

央
保
護
局
に
提
出
さ
れ
る
。

③

警
察
・
公
安
長
官
は
、
中
央
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
関
連
法
律
規
定
を
適
用
し
て
行
わ
れ
る
特
別
保
護
措
置
の
特
定
及

び
同
措
置
に
関
す
る
規
則
に
つ
い
て
記
載
し
た
「
司
法
協
力
者
及
び
司
法
証
人
の
保
護
及
び
援
助
に
関
す
る
主
要
規
定
及
び
規
制
に
関

す
る
実
務
」
を
発
行
す
る
。

第
一
四
条
（
身
分
の
変
更
)
①

身
分
の
変
更
は
、
関
係
者
の
請
求
に
よ
り
、
中
央
委
員
会
が
こ
れ
を
命
じ
、
改
正
後
の
一
九
九
三

年
三
月
二
九
日
委
任
立
法
令
第
一
一
九
号
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。

第
一
五
条
（
身
分
変
更
命
令
)
①

特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
さ
れ
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
た
者
が
、
改
正
後
の
一
九
九
一
年
三
月
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一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
一
三
条
第
一
〇
項
及
び
第
一
一
項
の
定
め
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
新
た
な
身
分
証
明
書
を
使
用
す
る
場
合
で
、

そ
の
安
全
、
秘
密
及
び
社
会
復
帰
を
保
証
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
き
は
、
関
係
者
の
請
求
に
よ
っ
て
も
、
身
分
変
更
命
令
に
よ
り
、

使
用
さ
れ
る
新
た
な
身
分
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
戸
籍
上
の
情
報
を
同
人
に
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
六
条
（
身
分
の
変
更
に
関
す
る
記
録
)
①

一
九
九
三
年
三
月
二
九
日
委
任
立
法
令
第
一
一
九
号
第
三
条
に
定
め
る
情
報
の
記

録
簿
は
、
本
省
令
の
附
則
に
含
ま
れ
る
添
付
書
式
Ａ
に
定
め
ら
れ
る
様
式
に
よ
る
両
面
の
用
紙
で
構
成
さ
れ
、
唯
一
の
原
本
と
し
て
保

管
さ
れ
る
。
こ
の
記
録
簿
は
、
中
央
委
員
会
委
員
長
又
は
監
督
代
理
司
法
官
に
よ
る
事
前
の
認
証
を
受
け
な
け
れ
ば
、
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
認
証
を
行
う
中
央
委
員
会
委
員
長
又
は
監
督
代
理
司
法
官
は
、
記
録
簿
の
最
初
の
頁
に
記
録
簿
番
号
及
び
記
録
簿
を
構

成
す
る
用
紙
の
枚
数
を
記
載
す
る
。

②

用
紙
の
記
入
欄
が
足
り
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
後
の
最
初
の
白
紙
頁
に
続
き
を
記
載
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
記
入
頁
の
余
白
に

続
き
の
頁
の
番
号
を
記
し
、
そ
の
続
き
の
頁
に
は
、
関
係
者
の
身
分
及
び
次
の
頁
の
番
号
を
記
す
。

③

記
載
が
行
わ
れ
る
毎
に
、
第
五
項
に
定
め
る
各
人
毎
の
記
録
綴
中
に
保
管
さ
れ
る
文
書
の
番
号
及
び
同
記
録
綴
の
番
号
、
作
成
の

日
付
並
び
に
編
集
者
の
署
名
が
記
さ
れ
る
。
記
入
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
三
日
大
統
領
令
第
三
九
六
号
に
定
め
る
方
式
に
よ
り
行
わ

れ
る
。

④

記
録
簿
の
最
後
の
頁
を
使
用
し
た
後
は
、
既
に
記
録
簿
に
記
録
さ
れ
た
者
以
外
の
者
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
そ
の
他
の
記
録
を
、
第

一
項
に
定
め
る
方
式
に
よ
り
番
号
を
付
し
、
認
証
し
た
新
た
な
記
録
簿
上
に
お
い
て
行
う
。
同
様
に
、
前
の
記
録
簿
に
す
で
に
記
録
さ

れ
た
者
に
関
す
る
情
報
を
新
た
な
記
録
簿
に
記
録
す
る
。
こ
の
記
録
簿
に
お
い
て
も
、
用
紙
の
記
入
欄
が
足
り
な
い
場
合
に
は
、
第
二

項
に
定
め
る
方
式
に
従
う
。
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⑤

第
一
項
に
定
め
る
委
任
立
法
令
第
三
条
第
三
項
に
定
め
る
文
書
そ
の
他
関
係
者
に
関
す
る
す
べ
て
の
文
書
は
、
順
番
に
登
録
さ
れ
、

通
し
番
号
に
よ
り
特
定
さ
れ
た
後
に
、
身
分
変
更
命
令
書
及
び
第
六
項
の
定
め
に
よ
り
正
式
に
追
加
さ
れ
た
身
分
札
と
と
も
に
、
専
用

の
個
人
用
記
録
綴
中
に
保
管
さ
れ
る
。

⑥

身
分
変
更
命
令
が
出
さ
れ
た
各
対
象
者
に
つ
き
、
二
枚
の
身
分
札
を
作
成
す
る
。
一
枚
は
以
前
の
身
分
に
関
す
る
も
の
、
も
う
一

枚
は
新
た
に
取
得
し
た
身
分
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
札
に
は
、
第
一
項
に
定
め
る
記
録
簿
に
記
載
さ
れ
た
す
べ
て
の
情
報

が
、
記
録
簿
番
号
及
び
当
該
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
頁
番
号
、
第
五
項
に
定
め
る
資
料
綴
に
綴
ら
れ
た
関
連
文
書
の
識
別
番
号
及
び

登
録
簿
番
号
を
示
し
て
、
記
録
さ
れ
る
。
札
が
保
護
さ
れ
た
情
報
機
器
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
情
報
の
補
充
は
、
各
欄

に
必
要
な
補
充
用
紙
を
貼
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

第
一
七
条
（
新
た
な
身
分
に
関
す
る
文
書
又
は
証
明
書
の
請
求
の
た
め
の
指
定
機
関
)
①

一
九
九
三
年
三
月
二
九
日
委
任
立
法
令

第
一
一
九
号
第
四
条
に
定
め
る
請
求
を
行
う
任
務
を
負
う
機
関
は
、
原
則
と
し
て
、
中
央
保
護
局
長
又
は
特
別
に
指
定
さ
れ
た
中
央
保

護
局
員
で
あ
る
。

②

一
九
九
三
年
三
月
二
九
日
委
任
立
法
令
第
一
一
九
号
第
四
条
第
三
項
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
中
央
委
員
会
は
、
安
全
上
及
び
秘

密
保
護
上
必
要
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
に
定
め
る
機
関
に
対
し
、
必
要
な
請
求
を
超
え
る
追
加
請
求
又
は
異
な
る
名
目
の
請
求
を
行

う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
追
加
さ
れ
た
文
書
又
は
証
明
書
は
、
中
央
保
護
局
の
監
督
の
下
で
破
棄
又
は
保
管
さ
れ
る
。
こ
れ

ら
の
文
書
又
は
証
明
書
が
保
管
さ
れ
る
場
合
に
は
、
本
条
に
定
め
る
以
外
の
目
的
で
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
文
書
及

び
証
明
書
の
取
得
、
破
棄
及
び
使
用
に
つ
い
て
は
、
部
外
秘
の
所
定
の
記
録
簿
に
記
載
さ
れ
る
。

③

一
九
九
三
年
三
月
二
九
日
委
任
立
法
令
第
一
一
九
号
第
四
条
の
定
め
に
よ
り
行
わ
れ
た
文
書
、
証
明
書
、
抄
本
、
又
は
市
民
状
態
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に
関
す
る
も
の
を
含
む
文
書
の
作
成
、
記
録
、
記
載
又
は
転
写
に
関
す
る
請
求
は
、
書
面
に
よ
り
行
わ
れ
、
こ
れ
ら
を
受
領
す
る
公
務

員
が
こ
れ
を
保
管
し
、
秘
密
保
持
に
努
め
る
。

④

身
分
変
更
手
続
の
対
象
者
が
司
法
協
力
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
中
央
保
護
局
は
、
情
報
の
秘
密
を
保
証
す
る
た
め
に
適
し
た
方
式

に
よ
り
、
新
た
な
身
分
の
下
で
、
改
正
後
の
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
第
一
二
条
第
一
項
に
定
め
る
人
的
状
況
及
び
一

九
九
三
年
三
月
二
九
日
委
任
立
法
令
第
一
一
九
号
第
三
条
第
二
項
に
定
め
る
記
録
簿
に
記
載
さ
れ
た
そ
の
他
の
情
報
を
、
一
九
八
一
年

四
月
一
日
法
律
第
一
二
一
号
第
八
条
に
定
め
る
情
報
管
理
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
登
録
の
た
め
に
、
報
告
す
る
。

⑤

中
央
保
護
局
は
、
さ
ら
に
、
情
報
の
秘
密
を
保
証
す
る
た
め
に
相
当
な
方
式
に
よ
り
、
ロ
ー
マ
地
方
裁
判
所
付
の
裁
判
記
録
保
管

所
に
対
し
、
裁
判
記
録
の
結
果
に
つ
い
て
、
新
た
な
身
分
の
下
で
報
告
す
る
。

⑥

中
央
保
護
局
長
は
、
身
分
変
更
に
関
す
る
規
定
の
適
用
状
況
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
、
少
な
く
と
も
六
月
毎
に
中
央
委
員
会
に
報

告
す
る
。

第
一
八
条
（
最
終
規
定
)
①

本
省
令
の
施
行
日
か
ら
、「
司
法
に
協
力
す
る
者
の
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
基
準
の
特
定
の
た
め
の

諸
規
定
及
び
関
連
施
行
方
式
に
関
す
る
規
則
」
を
定
め
る
一
九
九
四
年
一
一
月
二
四
日
省
間
命
令
第
六
八
七
号
、
及
び
内
務
大
臣
が
司

法
大
臣
と
協
調
し
て
発
し
た
、
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
及
び
内
容
の
基
準
に
関
す
る
規
則
を
定
め
る
一
九
九
四
年
一
一
月
二
四

日
秘
密
命
令
は
廃
止
さ
れ
る
。

②

本
省
令
の
施
行
か
ら
生
ず
る
財
政
負
担
は
、
法
律
に
定
め
ら
れ
た
予
算
の
限
度
内
で
講
じ
ら
れ
る
。

⑷

二
〇
〇
五
年
五
月
一
三
日
省
令
第
一
三
八
号
「
司
法
協
力
者
そ
の
他
保
護
に
付
さ
れ
た
者
、
特
別
保
護
措
置
の
適
用
対
象
に
含
ま
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れ
る
未
成
年
者
の
社
会
復
帰
の
た
め
の
措
置
」（
M
isure
per
ilreinserim
ento
sociale
deicollaboratoridigiustizia
e
delle

altre
persone
sottoposte
a
protezione,nonché
deim
inoricom
presinelle
specialim
isure
diprotezione）

第
一
条
（
役
職
の
維
持
を
保
証
さ
れ
る
者
)
①

特
別
保
護
措
置
に
付
さ
れ
た
司
法
協
力
者
及
び
司
法
証
人
並
び
に
二
〇
〇
一
年
二

月
一
三
日
法
律
第
四
五
号
に
よ
る
改
正
後
の
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
に
よ
り
改
正
と
と
も
に
法
律
に
転
換
さ
れ
た
一

九
九
一
年
一
月
一
五
日
暫
定
措
置
令
第
八
号
第
九
条
第
五
項
及
び
第
一
六
条
の
二
第
三
項
に
定
め
る
そ
の
他
の
者
で
、
公
務
員

（
dipendentipubblici）
で
あ
り
、
安
全
上
の
理
由
に
よ
り
労
働
活
動
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
は
、
同
措
置
が
有
効
で

あ
る
全
期
間
に
お
い
て
、
個
別
の
組
織
又
は
就
業
規
則
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
方
式
に
従
い
、
役
職
（
posto
dilavoro）
の
維
持
を

保
証
さ
れ
る
。

②

私
企
業
の
従
業
員
（
dipendentiprivati）
に
つ
い
て
も
役
職
が
維
持
さ
れ
る
が
、
使
用
者
の
給
与
及
び
社
会
保
険
料
の
支
払
義

務
は
同
従
業
員
の
業
務
へ
の
復
帰
時
ま
で
停
止
さ
れ
る
。
労
働
関
係
の
義
務
的
停
止
に
よ
り
休
業
中
で
あ
る
が
役
職
維
持
権
が
認
め
ら

れ
る
従
業
員
の
代
替
に
関
す
る
現
行
規
定
を
適
用
す
る
。

③

懲
戒
の
手
続
並
び
に
そ
の
行
為
及
び
効
果
に
つ
い
て
は
、
通
常
通
り
で
あ
る
。

第
二
条
（
暫
定
保
護
計
画
に
付
さ
れ
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
た
者
)
①

第
一
条
に
定
め
る
者
で
、
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第

八
二
号
に
よ
り
改
正
と
と
も
に
法
律
に
転
換
さ
れ
、
そ
の
後
の
改
正
を
経
た
一
九
九
一
年
一
月
一
五
日
暫
定
措
置
令
第
八
号
第
一
〇
条

に
定
め
る
中
央
委
員
会
（
以
下
、
本
省
令
に
お
い
て
「
中
央
委
員
会
」
と
い
う
）
に
よ
り
決
議
さ
れ
た
暫
定
保
護
計
画
に
付
さ
れ
る
こ

と
を
許
容
さ
れ
た
も
の
が
公
務
員
で
あ
る
と
き
は
、
住
所
移
転
の
日
か
ら
特
別
保
護
措
置
許
容
の
申
立
に
関
す
る
中
央
委
員
会
の
決
議
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の
日
ま
で
の
間
、
無
給
休
職
（
aspettativa
senza
assegni）、
又
は
個
別
の
組
織
若
し
く
は
就
業
規
則
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
方
式

に
従
い
無
給
の
役
職
維
持
を
認
め
る
同
様
の
制
度
の
適
用
を
受
け
る
。
第
一
項
に
定
め
る
者
で
、
暫
定
保
護
計
画
に
付
さ
れ
る
こ
と
を

許
容
さ
れ
た
も
の
が
私
企
業
の
従
業
員
で
あ
る
場
合
も
、
役
職
が
維
持
さ
れ
る
が
、
使
用
者
の
給
与
及
び
社
会
保
険
料
の
支
払
義
務
は

同
従
業
員
の
業
務
へ
の
復
帰
時
ま
で
停
止
さ
れ
る
。
労
働
関
係
の
義
務
的
停
止
に
よ
り
休
業
中
で
あ
る
が
役
職
維
持
権
が
認
め
ら
れ
る

従
業
員
の
代
替
に
関
す
る
現
行
規
定
を
適
用
す
る
。

第
三
条
（
特
別
保
護
措
置
に
付
さ
れ
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
た
公
務
員
)
①

第
一
条
に
定
め
る
者
で
、
公
務
員
で
あ
り
、
か
つ
、
特

別
保
護
措
置
の
適
用
に
よ
り
住
所
地
の
自
治
体
と
は
異
な
る
自
治
体
に
移
転
し
た
も
の
に
対
し
て
は
、
所
属
の
官
公
庁
若
し
く
は
公
的

機
関
、
又
は
、
関
係
者
の
安
全
及
び
秘
密
の
要
請
を
考
慮
に
入
れ
て
選
ば
れ
た
他
の
官
公
庁
若
し
く
は
公
的
機
関
に
お
け
る
再
配
置
を

保
証
す
る
。

②

関
係
者
の
移
転
先
の
場
所
を
管
轄
す
る
知
事
は
、
そ
の
た
め
に
、
予
め
同
意
を
得
、
要
請
の
現
状
を
確
認
し
た
上
で
、
関
係
者
を

他
の
場
所
若
し
く
は
部
署
に
配
置
す
る
た
め
の
手
続
、
又
は
、
他
の
官
公
庁
若
し
く
は
公
的
機
関
の
同
意
を
得
た
上
で
、
当
該
部
署
の

現
行
就
業
規
則
及
び
国
家
公
務
員
労
働
契
約
に
従
い
、
当
該
官
公
庁
若
し
く
は
公
的
機
関
に
お
け
る
出
向
若
し
く
は
遠
隔
公
務
に
配
置

す
る
た
め
の
手
続
を
開
始
す
る
。

③

知
事
は
、
移
転
先
の
地
方
（
regione）
又
は
県
（
provincia）
内
に
お
い
て
関
係
者
を
配
置
す
べ
き
職
場
を
指
定
で
き
な
い
場

合
に
お
い
て
、
他
の
地
方
の
知
事
を
含
む
他
の
知
事
の
同
意
を
得
た
上
で
、
第
二
条
に
従
い
、
か
つ
、
関
係
者
の
安
全
及
び
秘
密
の
保

証
の
要
請
を
考
慮
し
て
、
他
の
地
方
又
は
県
に
お
い
て
職
場
を
見
つ
け
た
と
き
は
、
相
当
と
思
料
す
る
場
所
へ
の
移
転
を
命
じ
る
。

④

特
別
保
護
措
置
の
実
施
は
、
関
係
者
の
移
転
先
の
場
所
を
管
轄
す
る
知
事
が
行
う
。
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⑤

第
一
項
に
定
め
る
者
は
、
特
別
保
護
措
置
許
容
の
申
立
が
な
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
享
受
し
て
い
た
経
済
的
待
遇
（
trattam
ento

econom
ico）
及
び
在
職
期
間
（
anzianità
contributiva）
を
維
持
す
る
。

⑥

特
別
保
護
措
置
に
付
さ
れ
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
た
司
法
証
人
は
、
同
措
置
の
実
施
に
関
連
す
る
要
請
の
た
め
に
労
働
活
動
を
中
断

し
た
期
間
に
つ
い
て
、
所
属
す
る
官
公
庁
又
は
公
的
機
関
に
給
与
の
支
払
い
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
。

第
四
条
（
特
別
保
護
措
置
に
付
さ
れ
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
た
私
企
業
の
従
業
員
)
①

第
一
条
に
定
め
る
者
で
、〔
特
別
保
護
措
置
適

用
の
〕
申
立
日
に
お
い
て
、
民
間
部
門
に
お
け
る
役
職
を
得
て
お
り
、
か
つ
、
安
全
上
の
理
由
に
よ
り
労
働
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
に
は
、
役
職
が
維
持
さ
れ
る
が
、
同
従
業
員
の
業
務
へ
の
復
帰
時
ま
で
使
用
者
の
給
与
及
び
社
会
保
険
料
の
支
払
義
務
は
停

止
さ
れ
る
。
労
働
関
係
の
義
務
的
停
止
に
よ
り
休
業
中
の
役
職
維
持
権
が
認
め
ら
れ
る
従
業
員
の
代
替
に
関
す
る
現
行
規
定
を
適
用
す

る
。

②

企
業
が
、
特
別
保
護
措
置
が
実
施
さ
れ
る
の
と
は
異
な
る
州
又
は
地
方
に
お
い
て
も
支
店
を
も
つ
場
合
で
、
関
係
者
が
同
職
場
に

お
い
て
も
労
務
提
供
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
安
全
上
の
要
請
も
充
た
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
同
意
を
得
て
、
そ
の
支
店
に

移
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
準
備
は
、
使
用
者
の
同
意
を
得
て
、
特
別
保
護
措
置
の
実
施
機
関
が
行
う
。
他
の
県
に
移
転
す
る

場
合
に
は
、
同
県
の
知
事
が
特
別
保
護
措
置
を
実
施
す
る
。

③

特
別
保
護
措
置
の
実
施
機
関
は
、
予
め
定
め
ら
れ
た
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
第
一
項
に
定
め
る
者
に
対
し
、
同
人
が
安
全
上

の
理
由
に
よ
り
労
働
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
に
お
い
て
社
会
保
障
協
会
に
任
意
に
支
払
っ
た
保
険
料
を
返
金
す
る
た

め
の
手
続
を
と
る
。
返
金
は
、
関
係
者
の
書
面
に
よ
る
請
求
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

資 料

(阪大法学) 67 (2-186）418〔2017.⚗〕



第
五
条
（
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
さ
れ
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
た
公
務
員
)
①

特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
さ
れ
る
こ
と
を
許

容
さ
れ
た
公
務
員
は
、
第
六
条
に
定
め
る
司
法
証
人
の
場
合
を
除
き
、
無
給
休
職
、
又
は
個
別
の
組
織
若
し
く
は
就
業
規
則
に
お
い
て

定
め
ら
れ
た
方
式
に
従
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
全
期
間
に
お
け
る
無
給
の
役
職
維
持
を
認
め
る
同
様
の
制
度
の
適
用
を
受
け
る
。

②

前
項
に
定
め
る
者
は
、
中
央
保
護
局
に
対
し
、
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
す
こ
と
を
許
容
す
る
措
置
の
通
知
後
に
、
所
属
官
公

庁
の
他
の
支
所
へ
の
一
時
的
配
置
替
え
の
手
続
を
開
始
す
る
よ
う
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
不
可
能
な
と
き
は
、
他
の
官
公
庁
又
は
公
的

機
関
の
同
意
を
得
て
、
当
該
部
署
の
就
業
規
則
及
び
国
家
公
務
員
労
働
契
約
に
従
い
、
出
向
若
し
く
は
遠
隔
公
務
に
就
く
た
め
の
手
続

を
開
始
す
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

前
項
の
請
求
を
受
け
た
中
央
保
護
局
は
、
安
全
性
、
秘
密
性
、
匿
名
性
を
考
慮
し
て
、
関
係
者
の
移
転
先
の
職
場
を
特
定
す
る
。

中
央
保
護
局
は
、
そ
の
た
め
に
、
管
轄
官
公
庁
又
は
公
的
機
関
、
及
び
事
案
毎
に
関
係
す
る
県
公
安
当
局
に
問
い
合
わ
せ
を
行
う
。
移

転
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
予
め
所
属
官
公
庁
の
同
意
を
得
た
上
で
、
二
〇
〇
一
年
三
月
三
〇
日
委
任
立
法
令
第
一
六
五
号
第
三
〇
条

の
定
め
に
よ
り
命
じ
ら
れ
る
。

④

関
係
者
に
は
、
休
職
又
は
同
様
の
制
度
の
開
始
の
日
付
に
お
け
る
報
酬
水
準
で
昇
給
後
に
享
受
す
る
も
の
及
び
無
給
休
職
中
に
経

過
し
た
期
間
の
在
職
期
間
へ
の
算
入
が
保
証
さ
れ
る
。

⑤

当
該
資
格
に
お
け
る
役
職
の
空
き
が
な
い
た
め
に
配
置
換
え
が
不
可
能
で
あ
る
と
き
に
は
、
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
さ
れ
る

こ
と
を
許
容
さ
れ
た
公
務
員
を
、
他
の
官
公
庁
又
は
公
的
機
関
の
同
意
を
得
て
、
当
該
部
署
の
現
行
就
業
規
則
及
び
国
家
公
務
員
労
働

契
約
に
従
い
、
出
向
若
し
く
は
遠
隔
公
務
に
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑥

関
係
者
が
職
場
の
恒
久
的
移
転
又
は
他
の
官
公
庁
若
し
く
は
公
的
機
関
に
お
け
る
職
務
へ
の
配
置
換
え
を
請
求
す
る
と
き
は
、
所

属
官
公
庁
又
は
公
的
機
関
は
、
当
該
公
務
員
の
人
事
異
動
の
手
続
を
と
り
、
異
動
先
の
官
公
庁
又
は
公
的
機
関
が
未
定
の
と
き
に
は
、
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こ
れ
を
決
定
す
る
。
異
動
先
の
官
公
庁
又
は
公
的
機
関
は
、
二
〇
〇
一
年
三
月
三
〇
日
委
任
立
法
令
第
一
六
五
号
第
三
〇
条
に
定
め
る

場
合
を
除
き
、
そ
の
組
織
へ
の
配
置
の
た
め
の
手
続
を
開
始
す
る
。

第
六
条
（
司
法
証
人
と
し
て
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
さ
れ
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
た
公
務
員
)
①

公
務
員
で
あ
る
司
法
証
人
は
、

特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
す
こ
と
を
許
容
す
る
決
定
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
、
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
に
転
換
さ
れ
、

そ
の
後
の
改
正
を
経
た
一
九
九
一
年
一
月
一
五
日
暫
定
措
置
令
第
八
号
第
一
六
条
の
三
⒟
号
に
よ
り
、
有
給
休
職
の
扱
い
と
な
る
。

②

関
係
者
が
従
来
居
住
し
て
い
た
場
所
と
は
異
な
る
場
所
へ
の
移
転
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
中
央
保
護
局
は
、
予
め
安
全
性
、
秘

密
性
及
び
匿
名
性
の
保
持
に
関
す
る
評
価
を
行
っ
た
上
で
、
他
の
官
公
庁
又
は
公
的
機
関
の
同
意
を
得
て
、
当
該
部
署
の
現
行
就
業
規

則
及
び
国
家
公
務
員
労
働
契
約
に
従
い
、
出
向
若
し
く
は
遠
隔
公
務
に
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
関
係
者
に
は
、
休
職
開
始
日
の
日

付
に
お
け
る
報
酬
水
準
で
昇
給
後
に
享
受
す
る
も
の
、
無
給
休
職
中
に
経
過
し
た
期
間
の
在
職
期
間
へ
の
算
入
、
及
び
可
能
で
あ
れ
ば
、

同
一
公
務
が
保
証
さ
れ
る
。

③

関
係
者
は
、
他
の
職
場
又
は
他
の
官
公
庁
に
お
け
る
出
向
又
は
遠
隔
公
務
が
完
了
し
た
日
か
ら
、
新
た
な
職
場
に
お
い
て
労
働
活

動
を
行
っ
た
全
期
間
に
つ
い
て
休
職
の
地
位
か
ら
脱
す
る
。

第
七
条
（
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
さ
れ
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
た
私
企
業
の
従
業
員
)
①

特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
さ
れ
る

こ
と
を
許
容
さ
れ
た
私
企
業
の
従
業
員
に
つ
い
て
は
、
役
職
が
維
持
さ
れ
る
が
、
使
用
者
の
給
与
及
び
社
会
保
険
料
の
支
払
義
務
は
同

従
業
員
の
業
務
へ
の
復
帰
時
ま
で
停
止
さ
れ
る
。
労
働
関
係
の
義
務
的
停
止
に
よ
り
休
業
中
で
あ
る
が
役
職
維
持
権
が
認
め
ら
れ
る
従

業
員
の
代
替
に
関
す
る
現
行
規
定
を
適
用
す
る
。
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②

中
央
委
員
会
に
よ
る
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
許
容
の
決
議
後
に
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
中
央
保
護
局
は
、
可
能
で
あ

れ
ば
、
予
め
使
用
者
の
同
意
を
得
て
、
同
一
企
業
の
他
の
支
店
へ
の
異
動
の
手
続
を
と
る
。
但
し
、
安
全
確
保
の
要
請
に
反
す
る
場
合

は
こ
の
限
り
で
な
い
。

③

保
護
措
置
の
内
容
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
中
央
保
護
局
は
、
前
項
に
定
め
る
異
動
の
要
請
を
考
慮
す
る
。

④

中
央
保
護
局
は
、
予
め
定
め
ら
れ
た
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
第
一
項
に
定
め
る
者
に
対
し
、
同
人
が
安
全
上
の
理
由
に
よ
り

労
働
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
に
お
い
て
社
会
保
障
協
会
に
任
意
に
支
払
っ
た
保
険
料
を
返
金
す
る
た
め
の
手
続
を
と

る
。
返
金
は
、
関
係
者
の
書
面
に
よ
る
請
求
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

第
八
条
（
特
別
保
護
措
置
に
付
せ
ら
れ
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
、
労
働
活
動
を
行
う
者
の
秘
密
の
保
護
)
①

特
別
保
護
措
置
に
付
せ

ら
れ
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
、
同
措
置
に
付
せ
ら
れ
る
期
間
に
お
い
て
労
働
活
動
を
行
う
者
に
対
し
て
は
、
官
公
庁
及
び
管
轄
機
関
は
、

特
別
保
護
措
置
又
は
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
を
指
揮
す
る
機
関
と
協
調
し
て
、
デ
ー
タ
バ
ン
ク
及
び
情
報
資
料
の
閲
覧
に
当
た

り
関
係
者
及
び
関
係
者
が
業
務
を
行
う
地
域
の
職
場
が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
適
切
な
方
策
を
講
じ
る
。

第
九
条
（
特
別
保
護
措
置
の
申
立
対
象
者
た
る
未
成
年
者
の
保
護
)
①

特
別
保
護
措
置
の
申
立
対
象
と
な
る
未
成
年
が
、
同
申
立

の
対
象
者
以
外
の
者
に
預
け
ら
れ
る
場
合
、
又
は
同
人
が
同
措
置
に
付
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
場
合
に
は
、
中
央
委
員
会
は
、
こ
の

こ
と
に
つ
き
、
少
年
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
及
び
未
成
年
者
の
最
後
の
住
所
地
の
中
心
地
の
地
方
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
に

時
機
に
応
じ
て
連
絡
す
る
。

②

未
成
年
者
に
関
す
る
決
定
を
行
う
権
限
が
他
の
地
方
裁
判
所
に
属
す
る
と
き
は
、〔
前
項
に
定
め
る
〕
検
察
庁
は
、
受
け
取
っ
た
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情
報
を
、
管
轄
地
方
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
に
転
送
す
る
。

第
一
〇
条
（
特
別
保
護
措
置
に
付
さ
れ
る
未
成
年
者
に
対
す
る
心
理
学
的
援
助
)
①

特
別
保
護
措
置
及
び
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
実
施
機
関
は
、
司
法
省
少
年
司
法
局
に
所
属
す
る
専
門
家
に
よ
り
、
又
は
専
門
の
公
的
機
関
と
協
力
し
て
、
困
難
な
状
況
に
あ
る
未

成
年
に
必
要
な
心
理
学
的
援
助
を
保
証
す
る
。

②

〔前
項
に
定
め
る
〕
援
助
は
、
未
成
年
者
本
人
、
そ
の
両
親
又
は
司
法
機
関
が
こ
れ
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

構
成
員
が
特
別
保
護
措
置
又
は
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
さ
れ
る
核
家
族
が
移
転
先
の
地
域
を
特
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ

の
家
族
に
属
す
る
未
成
年
の
就
学
及
び
社
会
へ
の
定
着
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
一
条
（
特
別
保
護
措
置
に
付
さ
れ
る
未
成
年
者
の
就
学
)
①

特
別
保
護
措
置
及
び
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
機
関
は
、

教
育
・
大
学
・
研
究
省
及
び
司
法
省
少
年
司
法
局
と
具
体
的
に
協
調
し
て
、
未
成
年
に
対
し
、
そ
の
保
護
を
保
証
し
つ
つ
就
学
義
務
の

軽
減
を
行
う
。

②

中
央
保
護
局
は
、
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
さ
れ
た
未
成
年
が
、
そ
の
身
分
の
同
一
性
が
暴
露
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
の
も
と
で
授
業
に
通
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
教
育
・
大
学
・
研
究
省
と
必
要
な
取
り
決
め
を
行
う
。

③

安
全
上
の
理
由
に
よ
り
新
た
な
氏
名
の
下
で
実
施
さ
れ
る
特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
さ
れ
た
者
の
学
位
の
名
義
は
、
当
事
者
の

請
求
に
よ
り
、
新
た
な
身
分
の
下
で
授
与
さ
れ
た
学
位
記
を
中
央
保
護
局
に
提
出
し
た
後
に
、
同
局
と
教
育
・
大
学
・
研
究
省
の
間
の

合
意
に
基
づ
き
、
同
人
の
社
会
及
び
労
働
へ
の
定
着
の
た
め
真
の
氏
名
に
変
更
さ
れ
る
。
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第
一
二
条
（
特
別
保
護
措
置
に
付
さ
れ
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
た
者
の
職
業
訓
練
の
受
講
)
①

特
別
保
護
措
置
及
び
特
別
保
護
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
実
施
機
関
は
、
そ
の
職
務
に
関
す
る
制
度
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
管
轄
公
的
機
関
と
協
力
し
て
、
同
措
置
の
適
用
対
象
者
の

就
労
の
た
め
の
訓
練
及
び
専
門
教
育
課
程
の
受
講
を
促
進
す
る
。

②

特
別
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
さ
れ
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
た
者
で
、
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二
号
に
転
換
さ
れ
、
二
〇

〇
一
年
二
月
一
三
日
法
律
第
四
五
条
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
一
九
九
一
年
一
月
一
五
日
暫
定
措
置
令
第
八
号
第
一
三
条
第
一
〇
項
に
定
め

る
新
た
な
身
分
証
明
書
を
持
つ
も
の
に
つ
い
て
は
、
中
央
保
護
局
は
、
関
係
機
関
の
同
意
を
得
て
、
安
全
上
の
要
請
に
配
慮
し
た
訓
練

及
び
専
門
教
育
課
程
へ
の
登
録
方
法
を
定
め
る
。

③

同
様
に
関
係
機
関
と
協
力
し
て
、
本
省
令
第
一
一
条
第
三
項
に
定
め
る
要
件
の
下
で
、
訓
練
及
び
専
門
教
育
課
程
の
修
了
に
よ
り

得
ら
れ
た
証
明
書
に
記
載
さ
れ
る
真
の
身
分
の
変
更
の
手
続
を
と
る
。

第
一
三
条
（
地
方
公
共
団
体
及
び
州
の
職
員
)
①

州
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
改
正
後
の
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
二

号
並
び
に
本
省
令
に
含
ま
れ
る
規
定
の
施
行
の
た
め
に
そ
の
管
轄
に
属
す
る
規
定
を
採
用
す
る
。

第
一
四
条
（
財
政
負
担
)
①

本
省
令
は
、
国
、
州
そ
の
他
関
係
地
方
公
共
団
体
の
予
算
に
追
加
負
担
を
か
け
な
い
範
囲
で
適
用
す

る
。

＊

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「『
証
拠
収
集
等
へ
の
協
力
及
び
訴
追
に
関
す
る
合
意
制
度
』
と
証
拠
法
」（
平
成
二
八

―
三
一
年
度
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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